
弓田八平会沌歴史文化保護財団助成応募要領

l ．助成の趣旨

弓田八平会津歴史文化保護財団（以下財団と言う）は会律若松市を中心とする地域に関する歴
史的遺産、文化財の調査、研究、保全、広報活動を行い、それらを次世代に継承していくこ
とで、会津文化のさらなる発展に寄与するために実施します。

2 ．助成の概要①助成の対象

イ． 文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号。以下「法」と言う）の規定により指定又は
登録された文化財、無形文化財、広報活動なども含む。 92 条に規定する福島県文化財保護
条例の規定により文化財（以下「県指定文化財」と言う。）並びに会津若松市文化保護条例
や会津地域の市町村が定めた文化財の保護や調査研究、保全、広報活動を行い、それらを
次世代に継承していく為の費用。

ハ． 保護や調査研究、保全、保護、広報活動、修復や工法などに伴い、社会的意義の麻い
ものを対象とします。

二．会津地域の市町村や民間、団体を対象とする

②応募資格

イ．保存、修復、広報を必要とする民間・団体および個人です。事情により管理責任者

による中請も認めることがあります。所有権を証明できる資料が必要な場合は提

出して頂くことがあります。

ロ．営利企業等及びその関係者はお申込みできません。

ハ．営利目的あるいは私的鑑賞を目的に文化財を所有または管理する法人及び個人はお申

込みできません。

二．申請者は、本財団の同一年度の助成に複数応募することは出来ません。

なお、 複数応募が判明した場合は、 失格となることがあります言

③助成金額

一応募は 300 万円以内とします。

国、県、市町村や他団体などの助成額を減じた額の 3/2 を原則上限とし理事会にて決

定する。

④助成金使途

イ．助成対象物の保存、修復、広報事業に直接必要となる費用。ただし人件費や応差査

が所属する組織等の間接経費・一般管理費等は助成の対象になりません，

⑤助成期間

当財団が助成を決定した月から 1 年間を原則としますが、事情により開始月の変更

及び複数年にわたる使用も認めます。なお、複数年の採択となる場合の助成金は、

保存修復の費用の支払いに併せ、各年分割でお支払いします。
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事業の開始月は 2025 年 10 月からが原則で、 2026 年 3 月末日までですが、次年度からは

4 月 1 日から翌年 3 月末日の期間とします。

3 ．応窮期間

2025 年 11 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日。次年度から 4 月 1 日から翌年 3 月末
日までq

4. 応寡方法

応募にあたっては、別紙「応募手順」に基づき、応寡願います。

く応募手順＞

① 本財団の専用応募用紙を使用願います。

② 「助成申込書」の作成

③ 「助成申込内容」の作成

④ 「見積書」など費用の明細

⑤ 「推應書」があれば提出婦資料願います。

（応募に際しては、公的機関や専門家の方のご推應などやパンフレット他法人・団体

の概要が分かる資料など）ほかに当財団が必要と認めるもの。

⑥ 当財団が必要とした資料

⑨応募申請と受付の確認

くご注意〉

＊応募完了後は助成申込書、助成申込内容、見積書（修復業者様の変更）、推蔦書の修正・差

し替え等は一切できませんので、応募の申請にあたっては必ず内容をご確認ください。

ただし 入しの実施等によるやむを／ない事で修ノ 者が‘更となる場合で 申

n ・ 提出の／に 「修／ の‘更の可能性がある 一のご申告を頂いた場＾は

修復業者様および見積書の差し替え変更をお認めしています，

5 ー選考方法・結果通知等

①選考方法
イ．当財団理事会により慎重審諧の上、その答申案に基づき、随時財団理事会において

正式決定されます。なお、審査の進捗状況についてのお問い合わせには回答致し

かねますので、ご了承ください。

ロ． 選考においては、その保存・修復により価値の維持・向上が見込まれるかを主た

る採択基準とし、文化財としての重要度、保存・修復の緊急度、保存・修復計画

の妥当性、助成の必股性、社会的慈義等を勘案します。社会的意義の具体的事例

としては、以下等が挙げられます。
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・地域文化の発掘・維持•発展、地方活性化等「地方創生への貢献活動j

•生津地域の文化を海外に発倍することによる「国際交流」などの進展が期待される資

料

②選考への協力のお願い

所定の申込掛、推薗書の提出に加え、更に詳しい術類等の提出、助成対象物の確認、

所有者（管理買任者）、推膊者の而接ーヒアリング等をさせて頂くことがありますので

ご協力ください。

③結果通知等

イ．結果は決定後すみやかに申込者各位宛に咎面またはメールで通知されます。なお

「助成先一覧」は、本財団インターネットホームページ（以下、本財団ホームペー

ジ）上に掲載するほか各種（新聞、学会ニュース等）にも掲載を依頼致します。

ロ．採否の理由についてのご照会には一切回答致しかねますので、ご了承ください。

④助成決定時の義務・条件

イ． 選考の結果、助成対象者となられた場合は、財団所定の「助成承諾書」を別途提

出頂き、これにより保存、修復事業の経過・完了の報告、収支会計報告、 その他

使途変更事前相談手続等の義務を負って頂く事になります。また、修復業者の修

理報告書の写しを提出して頂きます。

ロ本助成による保存、修復事業に伴う結果について当財団は一切責任を負いません。

ハ． 同美術工芸品の保存、修復事業が本財団の助成による保存、修復であることを公開

時に明記して頂きます。

ヘ保存、修復事業の経過・完了の当財団宛の報告については、当財団が公表することに

同意をお願いします。

ト．助成金贈呈式の日時は理事会にて決定し当確者に連絡いたします。ます。

個人情報取扱いについて

①個人情報は利用目的の範囲内で、かっ業務遂行上必要な限度内で利用致します。

②法令等の定める場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供し

ません。

6．反社会的勢力からの応券について
反社会的勢力および反社会的勢力と関係すると認められる個人もしくはグループからの応募

は受け付けられません。

田お問い合わせ先

お間い合わせは、原則メールでお俯iいします。 （恨数のメンバーで共有しておりますことと、

鱈 などで、ァ でことtごいまでので まマは メールにて‘•い＾わせを

ぉ顧いします，ー⇒こ協力の程、 どうぞよろしくお柑iい l|l しヒげます9_J
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定款

一般財団法人弓田八平会津歴史文化保護財団

令和 7年 9 月 2 5 日設立
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一般財団法人弓田八平会津歴史文化保護財団 定款

第 1 章総則

（名称）

第 1 条 当法人は、一般財団法人弓田八平会津歴史文化保護財団と称する。

（事務所）

第 2 条 当法人は、主たる事務所を福島県会津若松市に置く。

第 2 章 目的及び事業

（目的）

第 3 条 当法人は、福島県会津若松市を中心とする地域に関する歴史的遺産、

文化財の調査、研究、収集、保全を行い、それらを次世代へと承継して

いくことで、会津文化のさらなる発展に寄与することを目的とする。

（事業）

第 4 条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1 文化財の管理、保存修復等の事業の助成、災害等による被災文化財の

修復事業の助成並びに保存修復専門家の人材養成及びその助成

2 文化財保護に関する調査研究・成果の発表等に係る諸活動の助成

3 文化財の保護に係る国際的協力及び交流

4 文化財保護意識の向上を図るため、出版物の刊行、講演会等の開催、

その他普及広報活動

5 文化財保護活動のための文化施設等の管理、運営

6 その他当法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第 3 章資産及び会計

（設立者の拠出する財産及びその価額）

第 5 条 当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のと

おりである。

設立者弓田八平

拠出財産及びその価額 現金 3 0 0 万円

（財産の種別）

第 6 条 当法人の財産は、基本財産及びその他の財産の 2 種類とする。

2 基本財産は、第 4 条の公益目的事業を行うために不可欠なものとして特

定された財産とし、次に掲げるものをもって構成する。
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供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 会計監査報告

(3) 理事、監事及び評職員の名簿

(4) 理事、監事及び評職員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(5) 運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち

重要なものを記載した書頚

（剰余金の不分配）

第 1 2条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第 4章評継員

（評鏃員）

第 1 3 条 当法人に評議員 5名以上を置く。

（評諮員の選任及び解任）

第 1 4 条 評繕員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。

2 評議員選定委員会は、評議員 1 名、監事 1 名、事務局員 1 名及び次項

の定めに基づいて選任された外部委員 2名の合計 5 名で構成する。

3 評謡員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事

会において選任する。

(1) 当法人又は関連団体（主要な取引先及び重要な利害関係を有する団

体を含む。）の業務を執行する者又は使用人

(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者

(3) 第 1 号又は第 2 号に該当する者の配偶者、 3 親等内の親族又は使用

人（過去に使用人となった者を含む。）

4 評議員選定委員会に提案する評犠員候補者は、理事会又は評議員会が

それぞれ推薦することができる。

5 評隊員選定委員会に評鏡員候補者を推駕する場合には、次の事項のほ

か、当該候補者を評謡員として適任と判断した理由を委員に説明しなけ

ればならない。

(1) 当該候補者の経歴

(2) 当該候補者を候補者とした理由

(3) 当該候補者と当法人の役員等（理事、監事及び評議員）との関係

(4) 当該候補者の兼職状況

6 評職員選定委員会の決購は、委員の過半数が出席し、その過半数をも

って行う。ただし、外部委員の 1 名以上が出席し、かつ、外部委員の 1

名以上が賀成することを要する。
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(5) 残余財産の処分

(6) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡

(7) 基本財産の処分又は除外の承認

(8) その他評諮員会で決謡するものとして法令又はこの定款で定める事項

（開催）

第 1 9 条 評證員会は、定時評諮員会と臨時評鏃員会の 2 種とする。

2 定時評鏡員会は、毎事業年度終了後 3 か月以内に開催する。

3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

（招集）

第 20条 評雖員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に

基づき、理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評謡員会の目的である事項及び招集の理由を

示して、評議員会の招集を請求することができる。

（招集の通知）

第 2 1 条 理事長は、評鏃員会の日の 7 日前までに、評鏃員に対し、会議の日

時及び場所並びに目的である事項を記載した書面をもって、通知を発しな

ければならない。

2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続

を経ることなく、評鏡員会を開催することができる。

（議長）

第 22条 評漿員会の鏃長は、評鏃員会において、出席した評諮員の中から選

出する。

（決議）

第 2 3 条 評議員会の決儀は、決隊について特別の利害関係を有する評諮員を

除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決諮は、特別の利害関係を有する評諮員

を除く評隊員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 定款の変更

(3) 残余財産の処分

(4) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡

(5) 基本財産の処分又は除外の承認

(6) その他法令又はこの定款で定める事項

3 理事又は監専を選任する決膳に際しては、各候補者ごとに第 1 項の決鏃

を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 2 6 条第 1

項に定める員数を上回る場合には、過半数の性成を得た候補者の中から得
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その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠け

たときは、その職務を代行する。

4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。

5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度ごとに 4 か月を超える間

隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならな

V ヽ

（監事の職務及び権限）

第 2 9 条監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の職務の執行を監査すること。

(2) 当法人の業務並びに財産の状況を監査すること。

(3) 評議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述

べること。

(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認め

るとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事

実があると認めるときは、これを評諮員会及び理事会に報告すること。

(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請

求すること。ただし、その請求の日から 5 日以内に、 2 週間以内の日を

理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接に理事会を招集する

こと。

(6) 理事が評諮員会に提出しようとする議案、書頚その他法令で定めるも

のを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項がある

と認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。

(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反

するおそれがあり、その行為によりこの法人に著しい損害が生じるおそ

れがあるときは、その理事に対して、その行為をやめることを請求する

こと。

(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

（役員の任期）

第 30 条 理事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時評緩員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後 4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時評眺員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する

時までとする。

4 理車若しくは監事が欠けた場合又は第 2 6 条第 1 項に定める理事若しく

8
 



第 3 5 条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

（権限）

第 3 6 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(4) 名誉会長及び顧問の選任及び解任

(5) 評諮員会の開催の日時及び場所並びに評謡員会の目的である事項の決

定

(6) 規則の制定、変更及び廃止

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任

することができない。

(1) 重要な財産の処分及び譲受け

(2) 多額の借財

(3) 重要な使用人の選任及び解任

(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制その他当法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令

で定める体制の整備

（開催）

第 3 7 条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の 2種とする。

2 通常理事会は、毎年定期に、年 1 回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって

招集の請求があったとき。

(3) 前号の請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2 週

間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合

に、その請求をした理事が招集したとき。

(4) 監事から、一般法人法第 1 9 7 条において準用する同法第 1 0 0 条に

規定する場合において、必要があると認めて、理事長に招集の請求があ

ったとき。

(5) 前号の請求があった日から 5 日以内に、その請求のあった日から 2週

間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合

に、その請求をした監事が招集したとき。

（招集）
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第 8 章 定款の変更、合併及び解散等
（定款の変更）

第 45 条 この定款は、評膳員会において、鏡決に加わることができる評鏡員
の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって決諮することにより変更すること
ができる。

2 前項の規定は、この定款の第 3 条、第 4 条及び第 1 4 条についても適用
する。

（合併等）

第46 条 当法人は、評議員会において、諮決に加わることができる評諮員の
3 分の 2 以上に当たる多数をもって決鏡することにより、他の一般法人
法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることがで
きる。

（解散）

第 4 7 条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である

事業の成功の不能その他法令で定める事由によって解散する。

（残余財産の帰属）

第 48 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評鏃員会の決

議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第

1 7 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 9 章委員会

（委員会）

第49 条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決

諮により、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、学識経験者の中から、理事会が選任する。

3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議によ

り別に定める。

第 1 0章事務局

（事務局）

第 5 0 条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に

定める。
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弓田八平

設立時代表理事

弓田八平

設立時監事

内川健一 滝田幸寿 星亨

（最初の事業計画等）

第 5 7 条 当法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第 1 0 条第 1 項

の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
（最初の事業年度）

第 5 8 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和 8年 3 月末日
までとする。

（設立者の氏名又は名称及び住所）

第 5 9 条 設立者の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

住所 福島県会津若松市東千石三丁目 1 番 34号

設立者 弓田八平

（法令の準拠）

第 6 0 条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

本定款は当法人の定款に相違ない。

令和．．．．．．ー・年．．．＿＿＿．．．見．．．．．．且

一般財団法人弓田八平会津歴史文化保護財団

代表理事 弓田八平
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